
台東区施工能力審査型総合評価方式の試行に関する要綱  
 
（趣 旨） 
第１条 この要綱は、台東区（以下「区」という。）が発注する工事において、安定的な品質確保

と優良な建設事業者の育成を図るため、入札の際に工事価格及び施工能力を総合的に評価して

落札者を決定する方式（以下「施工能力審査型総合評価方式」という。）を試行するに当たり、

必要な事項を定めるものとする。 
（定 義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
（１） 契約担当者 東京都台東区契約事務規則（昭和３９年６月台東区規則第１３号）第２

条第２項に規定する契約担当者をいう。 
（２） １級技術者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条第２号イに該当する者 
  をいう。 
（３） ２級技術者 建設業法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規定する

試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当することとな 

るものに合格した者又は他の法令の規定による免許又は免状の交付（以下「免許等」とい

う。）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた

者であって１級技術者以外の者をいう。 
 （４） その他技術者 建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条第２号ハに 

該当する者で１級技術者及び２級技術者以外の者をいう。 
 （５） ＣＯＲＩＮＳ 財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスをいう。 
 （６） 工事成績点 台東区工事成績評定要綱（平成２３年３月２５日２２台総経第６９４号）

に基づく区の発注工事における過去の工事成績評定の総評定点をいう。 
（対象工事） 
第３条 施工能力審査型総合評価方式の試行対象工事は、原則として予定価格が２，５００万円

以上の工事案件の中から、工事主管課長と総務部経理課長との協議により決定するものとする。 
（学識経験を有する者への意見聴取） 
第４条 落札者決定基準を定めようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ２人以

上の学識経験を有する者に意見を聴かなければならない。 
 （１） 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項 
 （２） 落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要の有無 
２ 前項第２号の規定による意見聴取において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べら

れた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ２人以上の学識経験を有す

る者の意見を聴かなければならない。 
（施工能力審査型総合評価方式における入札方式） 
第５条 施工能力審査型総合評価方式の実施は、希望型指名競争入札又は制限付一般競争入札に 
よるものとする。 



 
（施工能力審査型総合評価方式における入札参加の制限） 
第６条 第８条に規定する工事成績評価点算定の基礎となる工事成績点のうち、最も直近のもの

が６０点未満である者は、入札参加を認めないものとする。 
（評価の方法） 
第７条 施工能力審査型総合評価方式の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計

した評価値によるものとする。 
２ 価格点の算定は、次のとおりとする。 
  ９０×（１－入札価格÷予定価格） 
３ 施工能力評価点の算定は、工事成績評価点、配置予定技術者の資格点及び配置予定技術者の

実績点の合計によるものとする。 
４ 施工能力評価点の満点は２０点とし、評価項目の点数配分は次のとおりとする。 
（１） 工事成績評価点      １５点 
（２） 配置予定技術者の資格点   ３点 
（３） 配置予定技術者の実績点   ２点 
５ 地域貢献点の満点は５点とし、評価項目の点数配分は次のとおりとする。 
（１） 営業拠点の所在地点     ２点 
（２） 災害協定点         ２点 
（３） 障害者雇用点        １点 
（工事成績評価点の算定方法） 
第８条 前条第４項第１号の工事成績評価点は、工事成績点の平均に応じて下表のとおり算定す

るものとする。 
工事成績点の平均 工事成績評価点 
０点以上 ６０点未満 ０点 
６０点以上 ６２点未満 １点 
６２点以上 ６４点未満 ２点 
６４点以上 ６５点未満 ３点 
６５点以上 ６６点未満 ４点 
６６点以上 ６７点未満 ５点 
６７点以上 ６８点未満 ６点 
６８点以上 ６９点未満 ７点 
６９点以上 ７０点未満 ８点 
７０点以上 ７１点未満 ９点 

７１点以上 ７２点未満 １０点 
７２点以上 ７３点未満 １１点 
７３点以上 ７４点未満 １２点 
７４点以上 ７５点未満 １３点 



７５点以上 ８０点未満 １４点 
８０点以上 １００点以下 １５点 

 
２ 工事成績点の平均は、発注工事の公表日の属する年度及びその前３年度内（平成２２年度以

前の年度は除く。）に完了した工事のうち、直近３件の工事成績点の相加平均とする。工事成績

点が６０点未満のものは、当該工事成績点を０点とし、直近工事件数が３件に満たない場合は、

不足する工事件数１件につき６０点として算定するものとする。ただし、完了した工事実績の

ない場合は工事成績点を０点として算定するものとする。 
３ 工事成績点は、区が発注した工事のみを対象とする。 
４ 工事成績評価点算定の対象工事は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスの建設工事等

競争入札参加資格の業種区分で発注工事と同一の業種とすることを原則とし、当該発注工事の

公表時に指定するものとする。 
（配置予定技術者の資格点及び実績点の算出方法） 
第９条 第７条第４項第２号の配置予定技術者の資格点及び同項第３号の配置予定技術者の実績

点は、配置予定技術者の資格及び実績について、次のとおり算定するものとする。 
 （１） 配置予定技術者の資格点は、３点満点とし、配置予定技術者が、発注工事の建設業法

上の業種について、１級技術者の場合に３点、２級技術者の場合に２点、その他の技術者

の場合に１点とする。 
 （２） 配置予定技術者の実績点は、２点満点とし、配置予定技術者が、同種工事について、

監理技術者としてかかわった場合に２点、主任技術者としてかかわった場合に１．５点、

担当技術者としてかかわった場合に１点とする。 
 （３） 前号の同種工事は、ＣＯＲＩＮＳの工事区分で当該発注工事と同一の工種の工事で、

高さ、長さ、面積等の規模が当該発注工事と同程度以上のものを、当該発注工事の公表時

に指定する。 
 （４） 配置予定技術者の実績点は、ＣＯＲＩＮＳに登録されたデータから算定することを原

則とする。 
（営業拠点の所在地点の算定方法） 
第１０条 第７条第５項第１号の営業拠点の所在地点は、２点満点とし、東京電子自治体共同運

営電子調達サービスにおける入札参加資格で、区内に本店がある場合に２点、区内に支店

又は営業所がある場合に１点、それ以外の場合に０点とする。 
（災害協定点の算定方法） 
第１１条 第７条第５項第２号の災害協定点は、２点満点とし、区と災害に係る協定の締結があ 
る場合又は協定の締結がある団体の構成員である場合に２点とし、それ以外の場合に０点とす 
る。 
（障害者雇用点の算定方法） 
第１２条 第７条第５項第３号の障害者雇用点は、１点満点とし、障害者の雇用率が障害者の雇

用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に規定する障害者雇用率（以下「法定

雇用率」という。）を超える場合又は法定雇用義務はないが障害者の雇用がある場合に１点とし、



障害者の雇用率が法定雇用率未満の場合は－１点、それ以外の場合に０点とする。 
（落札者の決定方法） 
第１３条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内である者のうち、第７条第１項の評価値が最 
も高いものを落札者とする。 
２ 前項の評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す 
るものとする。 
（公表事項） 
第１４条 施工能力審査型総合評価方式を試行しようとするときは、発注工事の公表において、 
次に掲げる事項を具体的に明示するものとする。 
 （１） 施工能力審査型総合評価方式の対象工事であること。 
 （２） 提出資料の様式及び提出方法 
 （３） 価格点の評価方法 
 （４） 施工能力評価点の評価項目及び評価方法 
 （５） 総合評価の方法及び落札者の決定方法 
 （６） 提出資料の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めな

いこと。 
 （７） 提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として変更できないこと。 
（資料の提出等） 
第１５条 入札参加希望者は、入札参加希望申請手続を行うとともに、公表事項に基づき、施工 
能力評価点申告書、工事成績評定通知書、配置予定技術者の保有資格等の必要な資料を提出す 
るものとする。 
（施工能力評価点の審査） 
第１６条 施工能力評価点の審査に当たっては、公表事項において区が示した評価方法により評 
価するものとする。 
（その他） 
第１７条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 
  
  付 則 
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
  付 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
  付 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
 
 


